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第２次糸島市長期総合計画について（答申） 

 

 

 令和４年７月 20日付け４糸企第 471号で諮問のあった、第２次糸島市長期総合計画に

ついて、当審議会で慎重に審議を重ねた結果、以下のとおり答申します。 

糸島市長期総合計画については、市の最重要計画であることを踏まえ、計画に掲げる将

来像の実現に向け、施策ごとに進捗について審議し、審議会の提言を別添のとおりまとめ

ました。 

貴職におかれましては、施策や事業の推進に際して、この答申が十分反映されますよう

要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １ 第２次糸島市長期総合計画についての提言 

  【基本目標１】 

 全国学力調査の結果を踏まえ、中学生については全体的な学力向上に努めてい

ただきたい。 

 授業におけるＩＣＴの利活用について、学校間の格差が生じないよう、教員へ

の指導並びにデジタル機器操作にかかる支援員の配置を充実させる仕組みを

検討いただきたい。 

 不登校の児童・生徒や教師に対する支援などについては、今後も重要な取組と

して行っていただきたい。 

 子どもが通いたくなるような魅力ある学校づくりや安心して楽しく過ごせる

子どもの居場所づくりを推進していただきたい。 

 子どもたちと一緒に、保護者もスポーツを楽しむことができる取組も推進して

いただきたい。 

 糸島で生まれ育った人を地域のリーダーとして育てていけるような、青少年健

全育成の取組の充実を図っていただきたい。 

 

【基本目標２】 

 地域課題を明確化し、地域資源や人材を活用した取組を検討いただきたい。 

 外国人が必要とする情報が、外国人に届くような取組を進めていただきたい。 

 

  【基本目標３】 

 コロナ禍でも実施できる防災訓練、防災教育を検討いただきたい。 

 避難行動要支援者名簿と見守り台帳の一本化については、単なる一本化ではな

く、実態に合った名簿の作成を検討いただきたい。 

 住民が動画などで避難所運営を学べる取組や、アレルギーに対応した食材や常

備薬の備蓄を進めていただきたい。 

 地区防災計画の意義・役割を整理した上で、行政区での地域防災計画の策定に

取り組んでいただきたい。 

 安全安心いとしま協働ネットワークなどと連携しながら、高齢者等に対する偽

電話詐欺などに対する取組について検討いただきたい。 

 運転免許証の返納事業に関連し、公共交通の充実についてさらに検討を進めて

いただきたい。 

 

  【基本目標４】 

 コミュニティ・ソーシャル・ワーカー（ＣＳＷ）間やＣＳＷと民生委員の連携・

交流、また、解決事例の情報共有や発信、ＣＳＷの活動に対する支援などを充

実させ、各種相談への対応の質の向上を図っていただきたい。 

 受診率の向上に向け、民間のノウハウやＩＣＴの活用など、様々なアイデアを

出しながら、引き続き取組を推進していただきたい。 



 コロナ禍での事業実施を考慮し、職員もＩＴに慣れていくための取組について

検討いただきたい。 

 高齢者や移住者と地域をつなげる役割など、シニアクラブが担う新たな役割に

ついて検討するとともに、高齢者になる前の段階から、地域活動に参加する仕

組みづくりやＩＴの活用などを進めていく取組を検討いただきたい。 

 障がいがある人の仕事の在り方などについて、固定概念にとらわれることなく、

様々な視点からの支援策等について検討いただきたい。 

 

  【基本目標５】 

 空き店舗の活用については、効果的な事業を検討いただきたい。 

 企業で働く人とその家族を考慮し、生活環境の充実もセットで企業誘致を進め

る必要がある。 

 

  【基本目標６】 

 市街化調整区域はコミュニティを維持できない状況にあるため、地区計画ガイ

ドラインについては検討を進めていただきたい。 

 観光客や外国人の利用を考慮し、よりわかりやすくバスを利用できる環境の整

備等について検討いただきたい。 

 

  【重点課題プロジェクト：子育て・教育環境の充実】 

 子ども広場については地域が混乱しないよう、事業の継続性や持続性を考慮し

ながら検討を進めていただきたい。 

 

  【重点課題プロジェクト：防災・減災対策】 

 防災マイスターなどの人材育成については、地区防災計画と両輪で推進してい

く必要がある。 

 

 ２ 付帯意見 

  【令和５年度の外部点検実施に向けて】 

 外部点検にあたり、施策に紐づく事務事業の実績並びに成果が確認できる資料

が必要である。 

 施策評価の総合評価の所見について、評価結果を判定した理由を記載すること

が望ましい。 

 施策評価と事務事業評価を分けて考えること、また、指標の達成状況のみにと

らわれることなく評価を行うことが必要である。 

 指標の目標値に対する実績値については、当該年度値、累積値、パーセントの

母数を示すなど、詳細を表す工夫を行う必要がある。 


